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栃木市マスコットキャラクター　とち介

栃木市ファミリー・サポート・センター 

〒３２８－００７５ 

栃木市箱森町３６－３１（とちぎコミュニティプラザ内） 

TEL/FAX…０２８２－２５－１０４０ 

受付時間…月曜～金曜　午前 9 時～午後５時
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１、栃木市ファミリー・サポート・センターは 

子育ての手助けをして欲しい人（依頼会員）と子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）

が会員として登録し、地域で子育ての相互援助活動を行います。 

お互いの信頼と了承のもと、子育てを支えあう有償のボランティア事業です。 

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、会員の条件 

依頼会員･･･市内に居住又は勤務している、６カ月～小学 6 年生までの児童の保護者 

提供会員･･･市内に居住し、心身ともに健康で積極的に子育ての援助活動ができる方 

両方会員･･･依頼会員、提供会員の両方を兼ねる方 

 

３、援助できる内容 

 

 

（１）保育施設（幼稚園や保育園）等の保育開始前や保育終了後、子どもを預かること 

（２）保育施設等までの子どもの送迎を行うこと 

（３）放課後、又は学童保育終了後に子どもを預かること 

（４）習い事の送迎を行うこと 

（５）兄弟姉妹の参観日、保護者の外出・通院・リフレッシュ時などに子どもを 

　　　預かること 

 

その他、センターの認める範囲内でさまざまな援助を行います。 

提供会員宅での預かりが基本となりますが、開設時間内であれば 

子育て支援センターや児童館などの公共施設での預かりも可能です。 

 

 

ファミリー・サポート・センター（アドバイザー）

報酬の支払い

援助活動

事前の打ち合わせ 提供会員
依頼会員

登録 

承諾相談 

紹介

相談 

紹介

登録 

依頼
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４、報酬の基準 

 

(1) 報酬の算定  

ž 子ども１人につき基準の金額とします。兄弟など同一世帯で同時利用の場合は、２人目からは半

額になります。 

ž 最初の１時間は、活動時間が満たない場合でも１時間とみなしますが、超えてからは 30 分単

位で上記報酬の半額が加算となります。 

ž 送迎を含む依頼では、提供会員が自宅を出た時間から援助が終わって自宅に戻るまでが活動時

間となります。また、基本報酬以外に自家用車利用代（送迎距離×20 円/ｋｍ）が加算されま

す。地図を参考に距離を算出し、提供会員と依頼会員の合意のもと金額を決めます。距離はｋｍ

で表し、小数点以下は四捨五入します。 

ž 預かり中に食事やおやつなどを提供した場合はその実費が必要になります。 

 

(2) キャンセル料（依頼会員のキャンセルの場合） 

ž 前日までの取り消し・・・無料 

ž 当日取り消し・・・・・・平日３５０円／土日祝日４００円（兄弟同時利用の場合２人目からは半額） 

ž 無断取り消し・・・・・・基準により算定される報酬の全額 

※　提供会員のキャンセルの場合、キャンセル料は発生しません。 
　　別の提供会員をお探しするか、依頼会員さんの方でご対応をお願いします。 

(3) 支払い 

報酬及び実費の支払いは、当日支援活動終了後すみやかに行ってください。 
定期的な依頼の場合は、まとめてのお支払いも可能です。 
お釣りの無いよう、あらかじめご用意ください。 

 

☆★☆　ファミリー・サポート・センター事業の無償化の手続きについて　☆★☆ 

無償化の対象となるのは、保育所・認定こども園（保育認定）・小規

模保育施設を利用していない子どもであり、かつ『保育の必要性の

認定』を受ける必要があります。詳しくは、栃木市役所保育課入園

支援係（0282-21-2232）へお問い合わせください。 

 利　　用　　日 利　用　時　間 報　酬

 平　　日 

（月～金）

７：００～１９：００ ７００円／1 時間

 上記時間外（早朝・夜間）

８００円／1 時間  土・日・祝祭日 

年末年始（12/29～1/３）
終日

 

送迎（自家用車利用代）

提供会員が自宅を出た時間から

自宅に戻る時間

送迎距離×２０円/ｋｍ

 食 事 代 実　費

詳しくはこちら↑
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５、利用の留意点 

＊　センターを通さずに会員同士での援助活動の交渉は行わないでください。 

センターを通さない活動には、補償保険が適用されません。 

＊　メールを御利用の際は、会員番号とお名前を明記してお送りください。３日たっても返信のない

場合は、電話でご連絡ください。なお、以下の用件は、お電話でお願いします。 

　　　・　１週間以内の依頼、依頼のキャンセル、依頼内容の変更 

　　　・　１週間以内の講習会のキャンセル 

　　　・　退会 

＊　宿泊を伴う援助は行っておりません。 

＊　お互いのプライバシーは、守りましょう。 

＊　約束した開始時間、終了時間は守りましょう。 

＊　援助活動に伴って、物品などの斡旋・勧誘行為を行ってはいけません。 

 

依頼会員 

・　初めての依頼は、事前打ち合わせが必要なので２週間前までにご依頼ください。 

・　依頼のキャンセルは必ずセンターへ連絡してください。（開設時間外は留守番電話へ） 

・　病気の時の援助は行いません。また、学級閉鎖で休みとなる時も 

（お子さんが発症していなくても）同様です。 

・　援助活動は、あくまでも保護者の手不足を補う軽易的なものです。 
依頼以外の要求はしないでください。（家事支援・買い物代行・トイレトレーニングのようなしつ

けは行いません。） 

 

 

提供会員 

・　援助活動中に事故が発生した場合、直ちにセンターへ連絡してください。 

・　活動報告書は翌月 7 日までにセンターもしくは最寄りの子育て支援センター（公立のみ）に提出

してください。 

・　病気やその他やむを得ない事由で援助ができなくなった時は早めにセンターへご連絡ください。 

・　安全チェックリストをもとに安全環境を確認し、活動があった月は報告書と一緒に提出してくだ

さい。 

・　送迎の活動の際は、車検証・自賠責保険・任意保険のコピーの提出をお願いします。 

・　お子さまを車に乗せる場合は、体格に合ったチャイルドシート・ジュニアシートが必要です。 

　　必要な場合は、センターで貸し出します。 
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６、補償保険制度について 

会員が安心して活動できるよう「地域子育て支援事業補償保険」に加入しています。 

活動中に事故が発生した場合に補償される制度で、保険料は市が負担します。 

 

●ファミリー・サポート・センター補償保険（育児）の対象と補償される額（保険金額） 

 

（１）サービス提供会員傷害保険 

・提供会員が、預かり中や送迎の途上（通常の経路）において、急激かつ偶然な外来の事故により 

傷害を被った場合や熱中症になった場合。 

 

 

（２）賠償責任保険 

・依頼会員の子どもや第三者(提供会員の同居親族を除く)に、身体障害または財物損害を与え、 

提供会員やセンターが法律上の損害賠償責任を負った場合 

 

 

（３）依頼子供傷害保険 

・依頼会員の子どもが、預かり中に急激かつ偶然な外来の事故によって傷害を被った場合や 
熱中症となった場合  

 

※（1）、（3）については、事故の日から 180 日以内の死亡、入院、手術、通院等が対象です。 

 保険金の種類 保険金額（補償額）

 死亡保険金 ４００万円（後遺傷害保険金と合算）

 後遺障害保険金 ４００万円～１６万円（死亡保険金と合算）

 入院保険金（１日あたり） ３，０００円（１事故 180 日限度）

 手術保険金 ３，０００円×所定倍率（1 事故１回）

 通院保険金（１日あたり） ２，０００円（１事故 90 日限度）

 保険金の種類 支払限度額

 施設･生産物賠償責任保険 対人･対物合算 １名･１事故 ２億円

 初期対応費用 １事故　１０００万円

 訴訟対応費用 １事故　１０００万円

 受託者賠償責任保険 １事故　１０万円

 保険金の種類 保険金額（補償額）

 死亡保険金 ３００万円（後遺傷害保険金と合算）

 後遺障害保険金 ３００万円～１２万円（死亡保険金と合算）

 入院保険金（１日あたり） ２，０００円　（１事故３０日限度）

 手術保険金 ２，０００円×所定倍率（1 事故１回）

 通院保険金（１日あたり） １，０００円　（１事故 90 日限度）
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（４）移動サービス専用自動車保険　（2022 年５月～　適用） 

 

　　・提供会員の自家用車で、依頼会員の子どもの送迎など（移動サービス）を行っている間の事故

について、以下の通り補償します。但し、車両についての損害は対象となりません。 
 

 
 
（5）感染症補償保険　　　（202２年５月～　適用） 

 

　　・提供会員が活動によって感染症（コロナ感染症やインフルエンザ等）を発症し、 
その直接の結果として死亡または入通院した場合に以下の通り補償します。 

 

 

 保険金の種類 保険金額（補償額）

 対人賠償責任保険 無制限（自賠責保険と合算）

 対物賠償責任保険 無制限

 移動サービス事業者向け 
人身傷害保険特約

３０００万円 

※５日以上通院した場合、傷害一時費用保険金として１０万円

 
対物超過修理費用補償特約

対物賠償責任保険では補償されない、相手方の車の「時価額を超える修理費」を補償 

（1 事故について相手方の車１台あたり５０万円を限度）

 
車両搬送・緊急時応急対応 

費用に関する特約
上限額１５万円

 見舞金の種類 支払限度額

 
感染症葬祭見舞金 給付対象者の死亡 1,000,000 円

 

感染症入通院見舞金

入通院日数　１５日以上 50,000 円

 入通院日数　８日以上１４日以下 30,000 円

 入通院日数　４日以上７日以下 20,000 円

 入通院日数　３日以下 10,000 円
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栃木市ファミリー・サポート・センター会則 

 
（趣旨） 

第１条　この会則は、栃木市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱（平成２２年３月２９日告示

第４０号）第１１条の規定に基づき、本会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 
（名称） 

第２条　本会は、栃木市ファミリー・サポート・センター（以下「センター」という。）という。 
（事務所） 

第３条　センターの事務所の名称及び場所は、次のとおりとする。 
　名　称　栃木市ファミリー・サポート・センター 
　場　所　とちぎコミュニティプラザ内 
（開設日及び開設時間） 

第４条　センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。 
　開 設 日　月曜日～金曜日。　ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び、１２月２９ 

日～翌年１月３日までの日は、開設日としない。 
　開設時間　午前９時～午後５時まで 
２　前項の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときは、市長は、開設日若し 

くは開設時間を変更し、又は臨時に休館することができる。 
（組織） 

第５条　センターは、育児の援助を受けたい者（以下「依頼会員」という。）と育児の援助を行いたい者

（以下「提供会員」という。）により組織する。 
２　センターは、栃木市こども未来部子育て総務課内に置く。 
（センターの事業） 

第６条　センターが行う事業の内容は、次に掲げるとおりにする。 
(1) センターの管理及び運営に関する事業 
(2) 依頼会員及び提供会員（以下「会員」という。）の募集、登録等に関する事業 
(3) 相互援助活動の調整に関する事業 
(4) 相互援助活動に関する講習及び指導に関する事業 
(5) 会員間の交流に関する事業 
(6) 関係機関との連絡調整に関する事業 
(7) センターの広報に関する事業 
(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業 
（アドバイザーの業務） 

第７条　センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。 
２　アドバイザーは、事業の実施に当たるため、次に掲げる業務を行う。 
(1)　会員の募集及び登録時の相談・助言に関する業務 
(2)　相互援助活動の調整に関する業務 
(3)　会員間のトラブルの調整に関する業務 
(4)　会員に対する講習会、研修会及び交流会における相談・助言に関する業務 
 



8 

（会員の資格） 
第８条　会員は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

(1)　センターの目的を十分に理解している者 
(2)　依頼会員にあっては、市内に居住し、又は勤務している者で、当該人が保護者となっている小学 

生以下の子どもを有する者 
(3)　提供会員にあっては、市内に居住している者で、心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うこ 

とができる者 
２　依頼会員と提供会員とは、兼ねることができる。 
（会員の遵守事項） 

第９条　会員は、本会則を遵守するとともに、第６条第１項第４号及び第５号に掲げる事業に積極的に 
参加するものとする。 

２　会員は、相互援助活動を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。会員でなくなった後 
も同様とする。 

３　会員は、相互援助活動を通じて、物品の販売若しくはあっせん又は宗教活動若しくは政治活動等を 
行ってはならない。 

４　会員は、相互援助活動中に生じた事故等による損害については、当該相互援助活動の当事者である 
会員間において解決するものとする。 

（入会及び退会） 
第１０条　本会に入会しようとする者（以下「申込者」という。）は、栃木市ファミリー・サポート・セ 

ンター入会申込書（別記様式第１号。以下「申込書」という。）を提出するものとする。　 
２　センターは、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、会員の要件を満たすと認めるとき 

は、会員として登録し、会員証を交付するものとする。 
３　会員が退会しようとするときは、センターに栃木市ファミリー・サポート・センター退会届（別記 

様式第２号）を提出し、会員証を返還するものとする。 
（会員の資格喪失） 

第１１条　会員は、第８条に掲げる要件に該当しなくなった場合は、会員の資格を失うものとする。 
２　センターは、第９条の規定に違反した場合は、会員の資格を取り消すことができる。 
（相互援助活動の内容） 

第１２条　会員が、相互援助活動として行う援助は、次のとおりとする。 
(1)　幼稚園・保育園等（以下「保育施設等」という。）の保育開始時まで子どもを預かること。 
(2)　保育施設等の保育終了後、子どもを預かること。 
(3)　保育施設等までの送迎を行うこと。 
(4)　学童保育終了後、子どもを預かること。 
(5)　学校の放課後、子どもを預かること。 
(6)　冠婚葬祭及び他の子どもの学校行事の際、子どもを預かること。 
(7)　買い物等の外出の際、子どもを預かること。 
(8)　その他会員に必要な援助を行うこと。 
２　子どもを預かる場合は、提供会員の家庭において行うものとする。ただし、子どもの預かりの援助 

を行いたい者と援助を受けたい者との間で合意がある場合はこの限りでない。 
３　援助活動を行う場合は、子どもの宿泊は行わないものとする。 
 



9 

（援助活動の実施方法） 
第１３条　依頼会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対し、その申込みをするものとす 

る。 
２　前項の援助の申込みは、原則として援助活動を必要とする日の 2 か月前から３日前までに行うも 

のとする。 
３　センターは、依頼会員から援助活動の依頼を受けたときは、援助活動の内容・日時等を確認し、提 

供会員との調整を行うとともに援助依頼受付簿（別記様式第３号）にその内容を記録するものとす

る。 
４　センターは、原則として援助活動開始前に依頼会員と提供会員との事前打合せを行い、援助活動の 

内容について十分な協議を行うものとする。 
５　依頼会員は、申込みをした援助以外の援助を求めてはならない。 
６　提供会員は、援助活動を実施したときは、援助活動報告書（別記様式第４号）に活動内容を記入し、 

依頼会員の確認を受けなければならない。 
７　提供会員は、援助活動を行った月の援助活動報告書を翌月の７日までにセンターに提出しなけれ 

ばならない。 
（援助時間）　 

第１４条　提供会員による援助活動の時間（以下「援助時間」という。）は、午前７時から午後７時まで 
とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

２　援助時間は、１回につき最低１時間とし、以降３０分を単位として設定することができる。 
（報酬等） 

第１５条　依頼会員は、援助活動実施後に提供会員に対し、下記に定める基準に従って報酬等を支払う

ものとする。 

（保険） 
第１６条　会員は、援助活動中の事故に備え、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入

するものとする。 
（会費） 

第１７条　センターは、会員間の親睦・福祉の増進を図るため、会費を集めることができるものとする。 
（補則） 

第１８条　この会則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
　　附　則 
この会則は、平成２２年３月２９日から施行する。 
　　附　則 
この会則は、平成２４年４月１日から施行する。 
　　附　則 
この会則は、平成３０年４月１日から施行する。

 利用日 利用時間 報酬（1 時間当たり）

 
平日（月曜日～金曜日）

午前 7 時～午後 7 時 700 円

 上記時間外（早朝・夜間）

 土・日・祝日 
年末年始（12/29～1/3）

800 円
終　日


